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建築物等の解体工事や改修工事における石綿対策の規制強化

◆ 有資格者による事前調査の実施と記録の保存（３年）

→ 厚生労働大臣が定める者 ※令和５年10月～

◆ 工事開始前の労働基準監督署への届出

→ 工事計画届 工事開始の14日前までに

→ 一定規模以上の解体・改修工事に係る事前調査結果については、電子シス
テムによる報告が義務化 ※令和４年４月～

◆ 吹付石綿・石綿含有保温材等の取り残しの確認

→ 排気口からの漏えいの有無の点検

→ 有資格者による取り残しの確認 ※令和３年４月～

◆ 石綿含有成形版・仕上塗材等の除去工事における養生

→ 成形版除去作業場所の隔離 ※令和２年10月～

→ 仕上塗材除去作業場所の隔離 ※３年４月～

◆ 写真等による作業実施状況の記録と保存

→ 現場の作業状況の記録保存は３年

→ 事前調査結果及び作業実施状況について、労働者

ごとの40年保存義務の対象に追加 ※３年４月～

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/jizentyousakekkahoukokuseido.pdf
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石綿障害予防規則等の改正のポイント
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アスベスト（石綿）情報サイト
へのリンク

石綿総合情報ポータルサイト
へのリンク

石綿障害予防規則等の改正スケジュール

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/

